
第１回 夢のような辻原づくり協議会 議事要旨 

 

日  時 令和 7年 9月 21 日（日）18：00～19：30 

場  所 辻原 1クラブ 

参 加 者 
13 区：協議会委員 22 名 

市：副市長、市民部長以下職員 5名 

議  題 

1. 協議会設置要綱（案）の承認について  

・協議会運営ルール（案）について 

2．役員選出について 

・会長、副会長２名、書記の選出 

3．今後の進め方について 

（１）全体の流れ 

・夢のような辻原づくり意見・要望、計画の策定   

・スケジュール                  

（２）第２回協議会の内容（案） 

・最優先要望４つの項目について説明        

4．その他 

・１３区の皆さんへ情報提供（チラシの回覧）    

・協議会委員の方への事前資料送付方法      

決定事項 

議題 1 

【概要】協議会の位置づけ：3 月に市へ提出した要望書の最優先要望や現在抱えてい

る辻原地域の課題を協議する。地域を発展させるために、将来のことも踏まえて協議

する中で、メモリアル施設をどうするかも一緒に協議する。メモリアル施設は、誰も

喜ばしい施設ではないが、それに代わるだけの価値が生み出せるか協議する。生み出

せるのであればメモリアル施設建設合意に進む。辻原地域が発展させられるか協議す

る。 

 

・協議会設置要綱（案）及び協議会運営ルール（案）について承認する。 

議題 2 

・会長は、委員の推薦により承認された。副会長２名、書記は、会長の推進により決

定された。 

議題 3 

・全体の流れの内容は、形での提案であり、今後協議の中で形にしていく。次回の協

議会で確認する。スケジュールについては、了承された。 

・4つの最優先要望を 1回だけでは議論できない。第 4回までは最優先要望を議論し、

まずは、クラブ建替え要望をメインに議論する。 

議題 4 

・区民の皆さんに情報提供（会議録の全戸配布、チラシ回覧）を行う。 

・委員には会議資料を希望により書面又はデータで送付する。  

 



主な意見等 

議題 1 

＜協議会設置要綱（案）＞ 

・要綱の 8 条 4 項の退席者について、議論の中での言い合いは退席にはならないと解

釈してよいか。 

・議事進行している方が進められない状態であれば退席いただくと決めておくべき。 

＜協議会運営ルール（案）＞ 

・市の HP や広報などに使用するため会議の様子を写真に収めるが、HP は顔をわから

ないようにするべき。 

議題 2 

・検討委員会会長として大変ご苦労をかけたと思うが、バランスよく立場的にも話を

進めることができるので、引き続き会長をお願いしたい。※委員の皆さんから拍手 。 

・副会長及び書記の決定についてご意見がなければ会長から推薦したい。任期は

R8.3.31 になりますがよろしくお願いします。 

議題 3 

＜全体の流れ＞ 

・今後色々と要望が出てくると思うが、その前に、メモリアル施設を作るメリット・

デメリットや、なぜここに作るのかはっきりした上で要望を出さないと意味がない。 

・これまでの話を聞いて一番心配することは、地域が分断するのではないかというこ

とを思う。しかし、それを防ぐためには話し合いを重ねるしかないが、それでは今

提示いただいたスケジュールでは時間が少なすぎる。お互いの立場・意見を理解し

た上で議論し合うには時間が必要。 

⇒会長：半年で結論を出せるかはわからない。もっと議論が必要であれば分断を避け

るためにも時間を尽くして協議する。市は早く結論が欲しいと思うが、スケジュー

ル通り行かないことは想定しておいて欲しい。 

⇒市：11 月 30 日（日）に辻原地域の先進火葬施設視察会を予定しておりますので参

加いただきたい。 

＜第２回協議会の内容（案）＞ 

・10 年前から辻原橋架け替えの要望が出ている。雨が降ると橋が水につかり子供たち

は靴を濡らしながら登校している。前から要望しているのになぜ進まない。 

・最優先要望は 4 項目あるが、今年の 3 月にバタバタした中でまとめた内容。どんな

まちにしたいかを決めてからインフラ整備を計画するべき。 例えば、辻原橋架け替

えだけが目的ではなく、通学路の整備の一つに辻原橋掛け替えがある形で議論しな

いといけない。 

・来年の 3 月までとスケジュールが決めてあれば、それまでに努力し議論を尽くさな

いといけない。 

・まちづくりを考えるならもっと広く考えてもいい。辻原の意見も必要だが北部全体

に意見を聞いて進めるべき。 

・夢のような辻原づくり協議会で議論し出た結果の実現は、火葬場受入れが条件とな

るのか。受入れしなくても要望に応えてくれるのか。  

⇒市：議論の結果、最終的に要望という形で提出いただくことになり、それに対して

回答をする。火葬場を受け入れていただいた場合、優先的に要望に応えたい。 また、

火葬場受入れできないからといって今後一切要望に応えないと言うことではない。 

議題 4 

市：区民の皆さんから「情報が無い」と声をいただき、大変申し訳なく思っている。

今後はこうしたことがないよう情報発信をさせていただく。 

会長：会議録については、常会で各戸に配る形にしたい。 

次回開催日 令和 7年 10 月 19 日（日） 18 時 辻原 1クラブ 

 


